
 

  本県における令和４年度の制度実施状況について、「中山間地域等直接支払交付金

実施要領」第 12の規定により公表します。 

 

【概 要】 

  

１ 協定締結数は、協定の統合により６協定が減少した一方で、新たに 19 協定が

締結したことにより、前年度に比べて 13協定増加し 780協定となりました。 

２ 交付面積は、協定増加に加え、広域協定に新たな集落が参加したことなどによ

り、前年に比べて 346ha増加し、22,667haとなりました。 

３ 交付金額は、面積の増加に加え、加算措置の活用が増加したことにより、前年

度に比べて 88百万円増加し、3,481百万円となりました。 

４ 本制度により、２万２千 ha 以上の中山間地域の条件不利な農地が適正な農業

生産活動等により維持され、耕作放棄地の発生防止や多面的機能の増進が図られ

ています。 

 

 

 なお、実施状況の詳細については、県庁ホームページに掲載しています。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikinosei/chusankan-tyokubarai-

r4jishijokyo.html)  
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令 和 ５ 年 ８ 月 3 0 日 

農林水産部地域農政推進課 

 

令和４年度中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します 

「中山間地域等直接支払制度」 

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理してい

くための取決め（協定）を締結し、協定に基づき農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて

一定額を交付する仕組み。 

本件についてのお問い合わせ先 

地域農政推進課 課長補佐 皆川 

（直通）025－280－5804（内線）2902 

E-mail：ngt060020@pref.niigata.lg.jp 


